
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

参

議

院

総

務

委

員

会

政
府
及
び
人
事
院
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
人
事
院
勧
告
制
度
が
労
働
基
本
権
制
約
の
代
償
措
置
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
人
事
院
勧
告
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
、
完
全
実
施
す
る

よ
う
努
め
る
こ
と
。

二
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
俸
給
表
の
導
入
が
ラ
イ
ン
中
心
の
人
事
管
理
を
見
直
し
、
複
線
型
人
事
管
理
を
実
現
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
職
員
に
適
用
さ
れ
る
制
度
の
不
断
の
見
直
し
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
採
用
試
験
の
種
類
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
事
管
理
を
行
う

な
ど
、
幹
部
職
員
の
選
抜
及
び
育
成
に
係
る
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
着
手
す
る
こ
と
。

三
、
官
民
給
与
比
較
の
在
り
方
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
に
始
ま
る
給
与
構
造
改
革
の
実
施
途
中
に
あ
る
こ
と
、
及
び
、
人
事
院
が
公

務
員
人
事
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
独
立
性
の
強
い
中
立
第
三
者
機
関
・
専
門
機
関
で
あ
る
こ
と
に
、
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。

四
、
い
わ
ゆ
る
常
勤
的
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
、
勤
務
実
態
の
調
査
に
基
づ
き
、
職
務
内
容
、
勤
務
条
件
等
を
速
や
か
に
検
討
す
る
こ
と
。

五
、
公
務
員
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
る
公
務
の
労
使
関
係
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
団
体
等
の
十
分
な
意
見
聴
取

と
理
解
の
下
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
結
論
を
得
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


